
めいすいくん



「政治」や「選挙」に

○自分には関係がない
○興味がない、関心が持てな
い



3

なぜ 「政治は難しい」 と感じる？選挙が難しいと感じる理由は ２つ

■「政治」に関心がないから
・テレビの向こうの出来事
・自分たちに関係ない

■政治に「答え」がないから
・原発の廃炉作業はどうなる
・少子高齢化対策は
・身近な所に必要な施設は・・



4

数学なら 答えは １つだけ

でも、世の中のことは

答えが 一つとは限らない

自分で考え 自分で選ぶ

社会に出ると
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どんな関係があるのでしょう？

と



の使い方



所得税、住民税、自動車税、酒税、固定資産税、

法人税、たばこ税、相続税・・・などなど



では、みなさんから集めた税金は

学校、図書館、消防、警察、インフラ整備、

子育て支援、生活保護、介護、医療、

災害があれば被災者の支援や被災地の復旧・・・



では、
を決めるのは？



ルールは や 、 と呼ばれ、

政治は、
日常生活に関わるさまざまな

をつくります



《例》生活の中の“ルール①”
【レジ袋有料化】

【電動キックボード（公道）】



《例》生活の中の“ルール②”
【飲酒】

【自転車】



“ルール”に関する の役割

一部の人ばかり得をする

そうなってしまわないよう、

自分に都合のいいルール

自由な発言ができない



16

①税金の使い方や社会のルールは、
国や地域の代表による政治が決める。

②代表者を選ぶ唯一の手段が選挙。

③日常生活をよりよくするためには
一人一人が選挙(＝政治)に参加して
よりよい代表者を選ぶことが大事。
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「有権者」とは・・・

●１８歳になると「 」になります

18

１８歳になると得られる権利

有権者



19

１８歳にした理由は・・

これからの社会

これからの日本を

若い世代と一緒に

決める



○選挙権とは

国民が地域住民の代表者を選挙を通じて

○要件

20



① 国籍要件：日本国民であること

② 年齢要件：満１８歳以上であること

③ 住所要件：引き続き３か月以上その区域内に住所を有して

いること

【県知事・県議会、市町村長・市町村議会の選挙の場合のみ】

【年齢計算に関する法律】

１８歳の誕生日の前日に１８歳となる

投票日当 日が誕生日 可

投票日翌 日が誕生日 可

投票日翌々日が誕生日 不可

21



① 禁錮以上の刑を受けている者

（執行猶予中の者を除く）

② 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑を受け、

その執行猶予中の者

③ 公職選挙法等により、

選挙権が停止されている者 など

22



選挙権年齢の引き下げ

２０歳以上 １８歳以上



・選挙人名簿とは
市町村ごとの選挙人（＝有権者）

が登録されている名簿

・なぜ必要か？

①選挙人の範囲を確定するため

②投票時の本人確認のため

③二重投票防止のため

※自分で手続きしないと名簿に載らない国もある



「１８歳になっただけ」では

選挙に参加できないことがあります

選挙人名簿に登録されるには、

３か月以上住民票があること

が必要です。



26





28

考えてみよう

「私の力で政治を変えられる？」

あなたは、どう思う



29

Ｑ．私個人の力では政府の決定に影響を与えられない

Ａ．「全くそう思う」「まあそう思う」
日本 ８０.７％
アメリカ ４２.９％
中国 ４３.８％
韓国 ５５.２％

Ａ．「全くそう思わない」「あまりそう思わない」
日本 １７.４％
アメリカ ５２.９％
中国 ５５.６％
韓国 ４３.９％

（日本青年研究所 ２００９年2月発表）

日本の若者

「政治を動かせない」

そう思う人が多い



で

その上

若者が投票に行かないと・・・

なぜ投票は大切なのか

つまり、



若者が投票に行かないとどうなる？



これから
一人ひとりが住みよい社会をつくるには
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投票所入場券（イメージ）



投票の流れ

投票用紙をもらう

ここで記入し投票箱へ

投票用紙交付係

記載台

受付係 投票所入場券の確認

名簿対照係 名簿で確認



ってどんなところ？



①受付係
投票所入場券の確認

②名簿対照係
選挙人名簿の確認

③投票用紙交付係
選挙人に投票用紙を渡す

にかかわる人たちの役割



にかかわる人たちの役割

投票管理者
投票の最高責任者

投票立会人
投票の公正を確保



とは？

選挙人名簿

なぜ必要か？
①誰が選挙人か確定するため
②本人確認をするため
③二重投票を防ぐため
※市町村が作成して各投票所に備える。



投

票

所

受付をしている係の人に

投票所入場券を渡して・・・



投票用紙をもらいます！



投票用紙をもらったら、

投票記載台（候補者名を書く机）で



誰に投票するかを決めて

投票用紙に候補者の名前を書こう



候補者の名前を
一人だけ
書いてください

※開票する時に候補者氏名を
確認しますので読めるように
丁寧に書きましょう。



（Ａ） （Ｂ）

“疑問票”について



（Ａ） （Ｂ）

“疑問票”について

や
ま
も
と

ひ
ろ
の
ぶ

本
郷

よ
し
か
つ

どちらも



①所定の投票用紙を使っていない

②２人以上の候補者の氏名を書いた

③ 「○○様へ」と書いた

④自分で書いていない

次のうち、 となるのは？



全部無効
×所定の投票用紙を使っていない

×２人以上の候補者の氏名を書いた

× 「○○様へ」と書いた

×自分で書いていない



投票所の係員が名簿の確認を間違って、同じ人に
投票用紙を２回渡してしまった。
結果として一人の人が２票分の投票をしてしまっ
た場合、その投票の効果はどうなる？
（その人は、知っていてわざと２回投票したものとする。）







開票管理者
開票の最高責任者
投票の効力 （投票が有効か無効か）

の最終判断をする。

開票立会人
投票箱に不正がないか点検したり、
投票の効力に意見を述べたりする人。
候補者が届け出ることで選ばれる。

（候補者本人は、なれない）

にかかわる人たちの役割



開票の流れ①

投票箱に鍵がかかっているか確認

投票用紙を取り出す

投票箱が空になったことを確認

投票の混同

準備

※投票箱が２つ以上ある場合に、全部の投票用紙を混ぜること

投票箱を投票所から開票所へ



開票の流れ②

・ ・按分票を審査

計算は二人一組で！

・ ・ 票 に分類

の確認・点検

開票作業

審査係

計算係

開票係

点検係



開票録の作成

選挙長へ報告

投票の効力について意見

投票の効力の決定

開票の最後

開票の流れ③



選挙会

★選挙会・・・当選人を決める会議

★得票数が同じとき ⇒ く じ 引 き
★当選人を決定⇒選挙管理委員会に報告



H23.4 ある市議会議員選挙の結果

その差

当落得票数順位

当選766１８

落選764.775１９

… … …

… … …



得票数

600田中Ａさん

400田中Ｂさん

候補者氏名

た
な
か

合計按分後得票数

600.60.6600田中Ａさん

400.40.4400田中Ｂさん

按分について



按分の計算方法（参考）

分母（Ａ+Ｂ）･･･按分対象票を除く総得票数
分子（Ａ） ･･･按分対象票を除く対象者の得票数

按分対象票数 ･･･「たなか」のような
ＡとＢで分けるべき票の数

以上からＡの得票数は600+0.6＝600.6票



H27.8 県内のある村議会議員選挙の結果

当落得票数順位

当選281９

落選281１０

… … …

“ ”で
当落を決定





投票用紙に書き終わったら・・・



投票箱に向かいます・・・



投票所では、
おおきな声を
出さないように・・・

投票箱へ

投票用紙を

入れる！



以上が投票の

方法です。



政策の読み取り方



自身の“考え”に

“賛同できる”と思う を
選びましょう

または



政策の読み取り方

自分の考えに

を選ぶには！



立候補者
滝田 はやと 氏
斎須 紳也 氏
小林 しの 氏





労働教育福祉

フレックスタイム
導入の促進

すべての高校に
自習室設置

企業内保育所、
保育士給与

のアップ
A

テレワーク
導入の促進

職業体験施設で
就業支援

親への教育で
虐待防止B

女性活躍のため
のセミナー開催

県内大学等の
体験活動による
人口減少対策

スクール
カウンセラーで

いじめ対策
C



合計労働教育福祉

A
B
C

合計労働教育福祉例

５２２１A
３１３B

６１３２C



政策の読み取り方

投票する候補者の選び方には

決まりも正解もありません



立候補者のことを知る方法

インターネット
（ブログ・ＳＮＳ等）

選挙公報 テレビ・政見放送

街頭演説











滝 田 は や と

斎 須 紳 也

小 林 し の

票

票

票

無効票 票





ご清聴ありがとうございました


